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1． 背景と目的  

　母子生活支援施設は，児童福祉施設の中で唯一母
親と子どもが一緒に入所できる施設である。元の名
称は「母子寮」で，戦後に夫の戦死や住宅の消失な
どで困窮した母子世帯の屋根対策として普及した。
現在は，DV被害，経済的困窮，家庭の養育に欠け
るなどの母子世帯に対し，住居を提供し自立に向け
生活支援を行う施設となっている。
　昨今のひとり親世帯数の増加 1）（Fig. 1），DV被害

報告数の増加，ひとり親世帯の子どもの貧困状況な
どから，入所に至る母子世帯の課題は多岐に及ぶと
考えられる。母子生活支援施設は，このような母子
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Fig. 1　 Transitions in the number of single-parent 
families
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世帯に対して通所による支援でなく，生活基盤である
住居を提供して支援を行う点が大きな特徴と言える。
　そこで本研究は，母子生活支援施設の住居として
の役割について，戦前・戦後の母子寮に着目し，母
子世帯への住宅に関する施策を交えながら歴史的な
流れを明らかにすることを目的とする。
　研究方法については，母子寮及び母子生活支援
施設に関する先行研究と図書をもとに文献調査を
行った。

2． 母子生活支援施設について  

　本章では，現在の母子生活支援施設の位置づけと
概要を確認する。

2-1． 位置づけ   

　「母子生活支援施設」は，課題を持つ母子世帯が
地域で自立し生活を送れるよう住居を提供し様々
な生活支援を行う施設であり，1997年に「母子寮」
から改称された。児童福祉施設のうち児童養護施設
や乳児院と同様の養護系の入所施設に該当し，自治
体の役所や福祉事務所を通して入所となる。
　児童福祉法第 38条において，「配偶者のない女子
又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護
すべき児童を入所させて，これらの者を保護すると
ともに，これらの者の自立の促進のためにその生活
を支援し，あわせて退所した者について相談その他
の援助を行うことを目的とする」と規定されている。

対象児童は 18歳未満だが，必要に応じて満 20歳に
達するまで延長できる。地域住民に対する養育の相
談や助言を行う機関，並びに，配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）
における一時保護機関の一つでもある。
　生活支援の内容は，母親の就労や資格取得，病児
保育，母親不在時の子どもの送迎や補助保育，精神
面や健康面のフォロー，生活ルールの習得などの日
常生活，退所後のアフターケア，その他に地域対応
として緊急一時保護などである。

2-2． 概　要   

（1）定員（世帯数），在所者数（世帯人員），施設数    
　母子生活支援施設は全都道府県に設置されてお
り，社会福祉施設等調査によると，定員，在所者数，
施設数はいずれも減少傾向にあることがわかる 2）

（Fig. 2）。その要因には，入所希望者の減少，それ
に伴う定員の削減，建物の老朽化による閉鎖などが
考えられる。また，2000年の児童福祉法改正によ
り入所方式が行政の措置から当事者の選択利用方式
になったため，入所が望ましい世帯であっても施設
の共同生活のルールを受け入れられないなどの理由
から，入所を希望しない場合も少なくないと考えら
れ，在所者数に影響していると思われる。
（2）入所者    
　Fig. 1より，2015年のひとり親世帯数の割合は全
世帯の 9.2%，4,747千世帯であり，Fig. 2より，同
年の母子生活支援施設の定員は 4,830世帯であるこ

Fig. 2　 Transitions in households, people, and the number of maternal and child 
living support facilities
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とから，母子生活支援施設の入所世帯はひとり親世
帯のうち最大で約 0.1%と一部であることがわかる。
（3）設置と運営，規模，職員    
　設置と運営は，社会福祉施設等調査によると，
2014年時点で民設民営 52.8%，公設民営 28.3%，公
設公営 18.9%である。民営は主に社会福祉法人に
よる。2003年より，退所後に地域に早く馴染める
よう小規模分園型（サテライト型）の運営も一部の
施設で行われている。
　1施設の規模は定員 20世帯前後であるが，近年
は入所者の減少から縮小化している施設も少なくな
い。職員は，施設長，母子支援員，少年指導員，嘱
託医，調理師，保育士，心理療法担当職員などである。
（4）建物，居室    
　建物は単独施設の他，保育所などの他施設との合
築や併設も多い。その場合は上階に各世帯の居室，
下階に事務室や相談室，合築の保育所などとなる。
居室は独立した 1DK～ 2DKの他，古い施設では数
世帯が水回り共用の 1Rなどの場合もある。
（5）利用料，利用期間    
　料金は，児童福祉法による助産施設・母子生活支
援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則による
と，所得，生活保護や障害の有無により異なるが，
多くとも 2万円程度に収まる範囲と言える。期間
は，自立の程度で数か月から数年まで様々で近年は
短期間になる傾向があり，一時的に DV被害や住宅
困窮で入所するような自立した世帯数の増加や建物
の老朽化などが関係していると推察される。

3． 戦前の母子寮  

　本章では，戦前の母子世帯の居住問題について，
母子寮の住居としての役割を確認する。
　なお，母子寮及び母子生活支援施設，母子世帯
に関連する法制度・住宅政策について，変遷を
Table 1にまとめた。本章，第 4章，第 5章ではこ
の表を適宜参照されたい。

3-1． 母子寮の誕生   

　母子寮の前身としては，1880年に長崎県の奥浦
村慈恵院が孤貧児と母親を無料で収容していたとさ
れ，1918年には大阪府の泉尾節婦館が保育所に併
設して母子寮を開設した記録が残されている。そし
て，厚生省に記録されている最初の母子寮は，1922

年に東京市（新宿区）に開設された二葉保育園母の
家とされている（須藤，2010） 3）。
　二葉保育園母の家については，川西 4）が歴史的
研究を行っている。川西によると，母の家は，先に
開設していた二葉保育園の児童数が周辺環境の変化
から大幅に減少し保育室に余裕ができたこと，また
1900年の保育事業開始以降，困窮母子世帯を懸念
し相談対応や保育室の宿泊提供などを行っていたこ
とから，保育室を活用して困窮母子世帯に安全な住
居を与えて保護するに至った。国と東京市の公費，
二葉保育園の賛助者の寄付金により開設し，北側の
保育室を改築した居室は 10室（Fig. 3上），費用は
1世帯 3.5円から 4円であった。
　母の家では，開設後数年のうちに 2度の増築が行
われた（Fig. 3中，下）。1923年，関東大震災によ
る被災の修繕の折，元の母の家に加え罹災者救済の
ための一時的な「応急母の家」を園庭に建設した。
翌 1924年，応急母の家を改築して 2階建の母の家
として増築し，居室は北側と合わせて 29室となっ
た。1928年には，1906年に建設された本園の傷み
も限界になったことから全面的な大改修を行い，保
育園の 2階部分が母の家となり，北側の母の家の居
室も増やし，51室となった。さらに 1935年には，
開設当初からの慢性的な部屋不足解消のために近所
の一軒家に複数世帯が共同で生活をする現在のサテ
ライト型のような分家の開設を経て，別の場所に分
園を開設した 4）。
　その後，母の家は 1945年に第二次世界大戦によ
り本園と分園共に焼失し閉鎖されたが，保育園の分
園の 1つが焼失を免れたため二葉保育園は事業を再
開し，1950年，その場所に総合児童福祉施設とし
て保育園，乳児院，母子寮を建設した。母子寮は翌
年に廃止となったものの，現在は保育園，乳児院，
児童養護施設が運営されている 5）。
　なお，同時期の母子寮として，1923年に愛の家，
1924年にベタニヤホーム（共に東京市）が関東大
震災の罹災母子のために開設し，1930年には全国
に 10カ所の母子寮があったとされている 6）。

3-2． 母子寮の法的根拠   

　1937年，貧困母子世帯救済のために母子保護法
が制定され，母子寮は第 9条に母子保護施設として
「扶助を受ける母及びその子を保護する為に必要な
施設」と規定された。また同年は，軍事扶助法の制
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Table 1　 Legal systems and housing policies regarding maternal and child living 
support facilities
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Fig. 3　Layout of Futaba nursery (top: 1922, center: 1924, bottom: 1928)
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定により軍人家族を対象とした母子寮が別途開設さ
れた。軍事扶助法は扶助の条件が緩く扶助料も高く，
母子寮の建物も貧困母子世帯の建物より立派であっ
たとされている 4, 6）。

3-3． 戦前の母子寮の建築的基準   

　1939年に作成された厚生省の母子保護施設標準
では，母子寮の居室面積は 1世帯あたり 3坪（6畳）
とされている 6）。
　Table 2に二葉保育園母の家の居室の変遷をまと
めると，居室の多くは 4畳半で炊事場は開設当時か
ら備えられ，1928年には多子世帯に対応可能な広
い居室も用意されていた。母子保護施設標準は母の
家の最終形の 10年ほど後に成立したため，母の家
は標準に沿って部屋が設けられた訳でなく，実際に
標準面積にほとんど達していないことがわかる。母
の家では，居室の面積を最低限とし部屋数を多く確
保して，より多くの母子世帯に住居を与える役割を
果たしていたと考えられる。しかしながら，入所希
望者があふれていたため，1室 1世帯でない場合も
あったとされている 4）。

4． 戦後の母子寮  

　本章では，戦後の母子世帯の居住問題について，
母子寮の住居としての役割を確認する。

4-1． 母子寮の住居としての役割と法的根拠   

　1946年，旧生活保護法が制定され，母子寮は，
敗戦直後の住宅不足の状況下で宿所提供施設として
の役割を持つことになった。また，翌 1947年の児
童福祉法において，母親と子どもを共に入所させて
保護する児童福祉施設として規定された。
　この頃，戦後の生活困窮や住宅不足のため母子世
帯に対しては母子寮の増設が急務とされた。1949
年の母子福祉対策要綱では，母子居住環境の改善と
して，①母子寮の現在数は非常に少ないため，特に
子女を多く抱えているものや困窮度の高い母子を優
先的に入所させる等の措置を計ると共に，母子寮の
緊急増設を図ること，②付近に母子寮がないときは
集団住宅等を借上げて母子寮に代らしめること，③
母子寮に入所させることができない母子については
国庫補助住宅措置による住宅に入居し得るよう具体
的取扱を考慮すること，の 3点が定められた 7）。こ
こから，国民の住居の確保が重要とされる中で，母
子寮が母子世帯の住居としての役割を担っていたこ
とがわかる。
　その結果，Fig. 4より，母子寮は急激に増設さ
れ，1960年前後には約 650施設に達した 8）。一方で，
1960年代後半以降は徐々に減少した。要因として
は，Fig. 5より，戦後に戦傷病死，戦災死のために

Table 2　Changes in the rooms at Futaba nursery

Fig. 4　Number of maternal and child living support facilities

－ 38 －

日本女子大学大学院紀要　家政学研究科・人間生活学研究科　第 24 号



入所した多くの母子世帯の子どもの年齢が 18歳を
超えたことがまず考えられる。また，母子寮は緊急
増設にあたって，既存の建物の転用や戦後の物資不
足の中での新築が行われていたため，建物の老朽化
により施設環境が悪化しているとして，入所を希望
しない世帯が増えたとされている 9）。さらに，次章
で述べるが，1955年に公営住宅法が制定され大量
の住宅供給が始まったことで，母子寮の住居として
の役割が薄まったとも考えられる。

4-2． 戦後の母子寮の建築的基準   

　1948年，児童福祉施設最低基準が設けられた
（Table 3）。母子寮の設備の基準については，居室は
1人あたり 0.75坪以上，1世帯 1部屋，母子寮内の
保育空間や静養室の確保などが定められた 10）。居室
に関しては，前出の 3-3の母子保護施設標準と大差
ないことがわかる。1980年には居室の表記が坪か
ら m2に変更されるものの，居室面積は同様である。
その後，母子寮から母子生活支援施設に改称された
翌年の 1998年，居室面積について「概ね 1人あた
り 3.3 m2以上」と 50年ぶりに改正された。現在で
は，相談室の設置，居室内水回りの設備を含め 1部
屋 30 m2以上とさらに改正され，以前より格段に広
くなっていることがわかる。

5． 母子寮と公営住宅制度  

　本章では，公営住宅制度における母子寮及び母子
世帯への施策について確認する。
　戦後の住宅対策の三本柱は，住宅金融公庫，公営
住宅，日本住宅公団である。このうち，1951年に
国庫補助によって自治体が低所得者の住宅を建設す

Table 3　Changes in the architectural standards of the facilities

Fig. 5　Reasons for becoming single-parent families
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る公営住宅法が成立した。第 1種，第 2種，特定目
的の公営住宅があり，第 2種は福祉的要素が強く，
建設の国庫補助は第 1種が 1/2，第 2種が 2/3であっ
たが，建坪はそれぞれ 10坪，8坪と差があった 11）。
　1955年，建設省より，小家族向けの第 2種公営
住宅について母子世帯の優先入居が通知され，特に
母子寮の入所措置が終わり立退きを要求されている
母子世帯を最優先とすることが通知された。1956
年には，必要性がある場合には母子世帯の家賃減免
が認められることとなった。その結果，1955年か
ら 1958年の間に母子寮出身の 896世帯が公営住宅
に入居したとされている 12）。1959年には，母子世
帯向住宅と呼ばれる母子世帯を対象とした第 2種公
営住宅が建設されることとなり，ここにおいても母
子寮の退所者を優先することとされた。
　1964年には母子福祉法が制定され，第 27条にお
いて「地方公共団体は，公営住宅法による公営住宅
の供給を行う場合には，母子家庭の福祉が増進され
るように特別の配慮をしなければならない」と，母
子世帯への特別配慮が定められた。児童福祉法にお
ける児童の対象年齢は 18歳未満であるが，母子福
祉法においては 20歳未満のため，より多くの母子
世帯が公営住宅の恩恵を享受できたと推察できる。
　母子世帯向住宅の建設数の推移を Fig. 6に示す
と，1年で約 1千戸以上が建設されていたことがわ
かる。この後は 1976年までに約 2万 6千戸が建設
されたと言われ 13），母子世帯向住宅は一般の母子世
帯と母子寮出身の母子世帯ともに重要な住居の受け
皿となっていたと言える。ただし，前出の Fig. 5よ
り，当時の母子世帯数は 50万世帯以上いたことか
ら，戦後しばらく生活困窮に陥っていた多くの母子
世帯が皆入居できたとは到底考えられず，入居に至
らなかった場合も多かったと推察できる。

6． 結　論  

　戦前の母子寮は，困窮母子世帯を収容し保護する
住居としての意味合いを強く持っていたことを，二
葉保育園母の家の事例を通して確認できた。戦後の
母子寮は，国家的な大量増設によって母子世帯の住
宅困窮対応の役割を担っていた。しかし，公営住宅
の建設や母子寮の建物の老朽化，戦争被害による困
窮母子世帯の減少が目立ち始めた頃から，住居とし
ての役割の必要性や需要が薄れていったと考えられ

る。一方，公営住宅においては母子世帯，殊に母子
寮出身者を優先的に入所させる対応がとられ，困窮
母子世帯の新たな住居の受け皿となっていたことが
認められた。
　このように，戦前から戦後にかけての困窮母子世
帯の住居は，徐々に母子寮から公営住宅に遷移し，
母子寮の住居としての役割は弱まっていったと言え
るであろう。
　なお，母子寮は，その後 1997年の児童福祉法の
改正により，入所者の自立促進のため生活支援を行
う内容の追加，母子生活支援施設への改称が行われ
るなど，ソフトの役割がより強まった形で現在に
至っている。施設数の減少の一方で都市部の公営住
宅が不足している昨今，課題を抱え母子生活支援施
設に入所する母子世帯の居住問題について，今後さ
らに追及していきたい。

〔要　約〕
　母子世帯の居住問題に関する研究として，母子寮
の戦前・戦後の住居としての役割について文献調査
を行った。その結果，戦前の母子寮は困窮母子世帯
を収容し保護する住居としての役割が非常に大き
かったことが認められた。戦後の母子寮は，戦後の
住宅不足の中で戦争被害による多くの困窮母子世帯
を保護するために緊急増設され，やはり住宅として
の役割を求められていたと言える。しかし戦後暫く
すると，公営住宅の建設や戦争被害による困窮母子
世帯の減少により，母子寮の住居としての役割は
徐々に薄まり，公営住宅がその役割を担っていった
ことを確認できた。

Fig. 6　 Transitions in the number of public housing for 
single-parent families
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